
仙台市下水道マスタープラン
～くらしを、地球を、未来を支え続ける仙台の下水道～

中間案【概要版】



凡例 事業名 事業概要

公共下水道

主に市街化区域＊における下水（汚水と雨水）を
収集・処理、排除することを目的とした事業。本
市では、市街化区域のほか、効率的な汚水処理を
目的として、市街化区域外も一部公共下水道の対
象としている。

農業集落排水
農業用水路の水質保全と農村の生活環境の改善を
図るために農業集落における汚水を収集処理する
ことを目的とした事業。

地域下水道
仙台市地域下水道条例に規定する住宅団地におけ
る汚水を収集・処理することを目的とした事業。

浄化槽
生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、主
に住宅等の汚水を処理することを目的とした事業。

本マスタープランは、下水道の役割・責務、社会情勢の変化等や本市下水道事業の
課題を踏まえ、今後の下水道事業の進むべき方向性を基本方針として定め、取り組む
べき施策を整理しました。

仙台市下水道マスタープラン

仙台市下水道事業中期経営計画
前期：令和８(2026)年～12(2030)年度
後期：令和13(2031)年～17(2035)年度

基本理念

基本方針

施策

 策定の趣旨

１．基本的な事項

本マスタープランは、基本理念、基本方針、施策から構成されます。マスタープラ
ンに基づく具体的な事業や実施計画については、令和８(2026)年度からの「仙台市下
水道事業中期経営計画（以下、中期経営計画）」において整理することとしました。

なお、本マスタープランと中期経営計画をもって総務省が各公営企業に対して策定
を要請している「経営戦略＊」としています。

 計画の体系

対象事業は、公共下水道、農業集落排水、地域下水道、浄化槽の４事業とし、計画期間は、令和８(2026)年度から令和17(2035)年度
の10年間とします。

 対象事業と計画期間

仙台駅

定義
浄化センター

秋保温泉
浄化センター

上谷刈
浄化センター

広瀬川
浄化センター

南蒲生
浄化センター

図２ 各汚水処理事業の区域と概要

図１ 本マスタープランの体系
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２．下水道マスタープラン策定にあたり考慮すべき事項

下水道の役割・責務 関連計画

社会情勢の変化等 下水道事業における課題等(前マスタープランの振り返り)

本マスタープランを策定するにあたり考慮すべき事項を次のとおりまとめました。

 国土交通省は、埼玉県の道路陥没
事故を受け外部委員会を設置し、
施設管理のあり方を検討

→ 検討結果を踏まえより適切な維
持管理に取り組む

 政府は、社会全体で行政のデジタ
ル化を推進

→ 下水道事業におけるＤＸ＊に取り
組む

働き方の変化への対応

 国土交通省は、官民連携(PPP/PFI)
＊の手法のひとつであるウォー
ターPPPの導入拡大を推進

→ 民間活力の更なる活用を検討

官民連携の推進

 国土交通省は、下水汚泥の肥料利
用の取り組みを推進

→ 更なる資源利用を念頭においた
汚泥処理施設再構築＊に取り組む

都市計画マスタープラン

温室効果ガス削減の中期目標を設定

杜の都環境プラン

 政府は、温室効果ガス＊の中期的
な削減目標を決定

→ 浄化センターの電力使用量削減
や汚泥焼却・下水処理からの温室
効果ガスの削減に取り組む

脱炭素社会の実現への貢献 下水汚泥の更なる資源利用

写真１ 埼玉県の道路陥没(出典:埼玉県)

 国土交通省は、流域治水関連法
(令和３(2021)年)を制定

→ あらゆる関係者と連携した流域
治水＊に取り組む

図３ 流域治水概念図(出典:国土交通省）

速やかな雨水排除による浸水の防除

公衆衛生の確保

トイレの水洗化による生活環境の改善

公共用水域＊の水質保全

持続可能な社会への貢献

 定期点検箇所以外でも下水道管が
腐食し、道路陥没が発生

→ 施設の特性に応じた維持管理

 多くの下水道管が、今後20年間で
法定耐用年数＊を超える見込み

→ 急増する老朽化施設への対応

基本方針１ 生活環境維持の方針

 宮城県沖地震等リスクの高まり
→ 災害時における下水道機能の確保

 1時間に50㎜以上の大雨が増加傾向
→ 気候変動による雨の激甚化への対応

基本方針２ 防災の方針

 雨天時の汚水溢水(おすいいっす
い)＊対策や事業場への立入り調査
等を継続

→ 継続した水環境保全の取り組み

 温室効果ガス排出抑制等を継続
→ 更なる省エネ・創エネの取り組み

 焼却炉停止時に未焼却汚泥が発生
→ 環境負荷の少ない汚泥処理システ

ムの構築

基本方針４ 地球環境保全の方針基本方針３ 水環境保全の方針

 下水道使用料収入の減少
→ 厳しくなる経営環境への対応

 今後で退職を迎える職員の増加
→ 技術力の維持・継承

基本方針５ 健全な経営の方針

 お客さまのご理解・ご協力が不可欠

→ お客さま満足・関心の更なる向上

 国内外への技術協力等を推進
→ 関係者との協働・連携

基本方針６サービスの充実・連携の方針

関係者協働による流域治水への転換

図５ 東北地方(アメダス)1時間降水量50㎜以上の
年間発生回数(出典:仙台管区気象台資料一部加工)

仙台市基本計画

挑戦を続ける、新たな杜の都へ
～“The Greenest City”SENDAI～
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図４ 本市の下水道管布設延長と累計延長
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基 本 理 念

くらしを、地球を、未来を支え続ける仙台の下水道

視点 基本方針

くらし・社会
基本方針１ 住みやすく快適な暮らしを支え続ける下水道

下水道施設の適切な維持管理や改築により下水道機能を維持するとともに、浸水対策や地震対
策により防災力を向上し、住みやすく快適な市民の暮らしを支え続けます。

環 境

基本方針２ 脱炭素社会の実現と良好な水環境の形成に貢献する下水道

汚泥処理の適正化や再生可能エネルギーの利用による温室効果ガスの排出抑制に努めるととも
に、下水汚泥の資源利用の拡大や水環境負荷の低減により、脱炭素社会の実現と良好な水環境
の形成に貢献します。

経 営
基本方針３ 健全で持続可能な経営を推進する下水道

お客さま満足の向上や関係者との連携を図るとともに、経営管理の徹底により効率的・効果的
な事業運営に努め、良質な下水道サービスの提供と持続可能な経営を推進します。

３．下水道事業の基本理念と基本方針

本マスタープランを策定するにあたり考慮すべき事項を踏まえ、本市下水道事業の使命を基本理念として定めました。また、基本理念を
実現するために、３つの視点を設定し、それぞれの視点に基づく３つの基本方針を掲げることで最適なバランスの事業運営を行います。

図６ 基本理念と基本方針
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４．下水道マスタープランの施策と主な取り組み事例

基本理念の実現に向けて、３つの基本方針のもとに施策と主な取り組み事例を定めました。各施策の推進にあたっては、ＳＤＧｓやダイ
バーシティの推進について考慮してまいります。次ページから、各施策と主な取り組み事例について説明します。

視点 基本方針 施策 主な取り組み事例

くらし・社会
基本方針１
住みやすく快適な暮らしを支え
続ける下水道

施策１
下水道機能の適正な維持

(a) 下水道施設の維持・更新

(b) 下水道施設の再構築・再編

施策２
浸水対策の推進

(a) 効果的な雨水排水施設整備

(b) 被害軽減に向けた取り組み

(c) 流域治水の取り組み

施策３
地震対策の推進

(a) 下水道施設の耐震化

(b) 緊急時対応の強化

環 境
基本方針２
脱炭素社会の実現と良好な水環
境の形成に貢献する下水道

施策４
脱炭素社会・循環型社会の実
現に向けた取り組み

(a) 脱炭素社会の実現に向けた取り組み

(b) 循環型社会の実現に向けた取り組み

施策５
水環境負荷の低減

(a) 汚水施設の適正な使用の促進

(b) 公共用水域の水質保全

経 営
基本方針３
健全で持続可能な経営を推進す
る下水道

施策６
持続可能な経営の推進

(a) 経営管理による効率的・効果的な事業運営

(b) 人材育成・技術継承

(c) ＤＸの推進

施策７
お客さま満足の向上と関係者
との連携強化

(a) 戦略的な広報の推進

(b) お客さま対応の充実

(c) 関係者との協働・連携

表１ 各施策と主な取り組み事例
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①従来より硫化水素が発生しやすいとされる管路施設の点検に加え、その下流においても点検を実施するなど、ポンプ場や浄化センター
等を含め下水道施設の特性に応じてより適正かつ効率的に管理するとともに、今後老朽化施設が急増することから、施設の更新需要を
踏まえた計画的な改築を実施します。また、ＤＸや最新技術を活用するなど戦略的な維持・更新に取り組みます。

②人口減少による汚水量の減少などを考慮し、下水道施設の改築時期には、適正規模での改築を行います。

４．下水道マスタープランの施策と主な取り組み事例

施設の特性に応じた適切な維持管理や老朽化した施設の改築により既存施設の機能を維持し、安全で快適な暮らしを支えるための取り組
みを推進します。また、下水道施設の再構築として下水道システムの機能高度化を図る取り組み、施設の再編として農業集落排水を公共下
水道に統合し、下水道事業の効率化を図る取り組みを推進します。

施策１ 下水道機能の適正な維持

(a) 下水道施設の維持・更新

(b) 下水道施設の再構築・再編

①施設の更新時に課題がある施設については、単なる施設の改築を行うのではなく課題解消に向けて機能の高度化を図る再構築を推進し
ます。

②農業集落排水の処理施設を廃止し公共下水道へ集約するなど、施設の再編に取り組みます。

基本方針３基本方針1 基本方針２

図７ 施設の特性に応じた点検のイメージ
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図８ ポンプ場における適正規模での改築イメージ
(ポンプ台数３台から２台へ)



４．下水道マスタープランの施策と主な取り組み事例

施策２ 浸水対策の推進

浸水対策においては、引き続き雨水排水施設の整備を進めるとと
もに、市民に浸水への備えを促すなど、浸水被害を減少させる効果
的な取り組みを行います。また、下水道事業だけでなくあらゆる関
係者と協働し、流域治水の取り組みを推進します。

(a) 効果的な雨水排水施設整備

(b) 被害軽減に向けた取り組み

(c) 流域治水の取り組み

①浸水シミュレーションの活用により、計画降雨＊に対して20㎝以
上の浸水解消を目指し、段階的な施設整備を行うことで、浸水
リスクの早期低減を目指します。

①関係部署と連携し、内水ハザードマップ＊を作成するほか、情報
発信に関するデジタル技術等を活用し、市民の自主的な浸水被
害軽減の行動を支援します。

②排水ポンプ車の活用など緊急時対応の強化を図ります。

①下水道事業だけでなく、あらゆる関係者と協働して流域治水の取
り組みを推進します。

②流域治水に資する取り組みを集中的に実施・検証するモデル事業
を行い、本市において有効な施策については、他の浸水常襲地区
に広く展開します。

基本方針３基本方針1 基本方針２

図９ 流域治水の施策例

施策３ 地震対策の推進

地震対策においては、下水道施設の耐震化などによる事前防災の
取り組みや緊急時対応の強化を推進します。

(a) 下水道施設の耐震化

(b) 緊急時対応の強化

①重要な幹線＊等の管路施設に加え、浄化センターやポンプ場の耐
震化を実施します。

②特に、災害拠点病院＊など重要な施設＊に接続する管路施設等に
対して、上下水道で連携した耐震化を実施します。

①被災時の対応力の強化に向け、平時から関係者との連携強化を図
りつつ、訓練の高度化や支援の受け入れ態勢の強化を図ります。

②災害により他都市の下水道施設に被害が発生した場合に円滑な支
援を行えるよう、他都市支援マニュアルの充実を図るとともに都
市間情報訓練を実施します。

図10 上下水道で連携した耐震化
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４．下水道マスタープランの施策と主な取り組み事例

汚泥処理の適正化や再生可能エネルギー＊の利活用、省エネ機器
の導入など温室効果ガスの排出を抑制する取り組みのほか、下水汚
泥の資源利用の拡大を推進します。

施策４ 脱炭素社会・循環型社会の実現に向けた取り組み

基本方針３

施策５ 水環境負荷の低減

汚水施設の適切な整備・使用を促進するとともに、浄化センター
からの放流水質を適正に維持するほか、雨天時浸入水対策を実施し
公共用水域の水質保全に取り組むことで、公衆衛生の確保と健全な
水循環の維持に貢献します。

(a)脱炭素社会＊の実現に向けた取り組み

(b) 循環型社会＊の実現に向けた取り組み

①下水道施設のＺＥＢ（ゼブ）化＊について検討するとともに、太
陽光発電や消化ガス発電＊を導入するなど再生可能エネルギーの
活用を進めます。設備改築時には省エネ機器を導入するなど温
室効果ガスの排出抑制に資する取り組みを推進します。

②汚泥処理施設の再構築では、安定した汚泥処理システムの構築
を目指すとともに、環境負荷を可能な限り抑えた汚泥処理方式
を検討します。

(a) 汚水施設の適正な使用の促進

(b) 公共用水域の水質保全

①下水汚泥の資源利用を目的として、消化ガス発電事業を推進し
ます。

②汚泥処理施設の再構築では、下水汚泥の資源利用の拡大に向け
た検討を行います。

①公共下水道や浄化槽などの各事業の役割を基本としつつ、今後
新たに汚水処理が必要となった地区については、地域特性に応
じて事業の位置づけを行うなど適切に対応します。

②不適切な排水が行われないよう事業場排水の監視・指導を行う
ほか、水洗化の促進、汚水施設の整備などに取り組みます。

①放流水の水質基準の遵守に引き続き取り組みます。

②雨天時浸入水の実態を把握し、管路施設の改築を行うなど雨天
時における汚水の溢水の低減に取り組みます。

基本方針1 基本方針２

写真２ 雨天時浸入水のカメラ調査 写真３ 管更生工法による
管路施設の改築

図11 下水汚泥の資源利用のイメージ（写真の出典：国土交通省） p.8



４．下水道マスタープランの施策と主な取り組み事例

効率的・効果的な事業運営に向けて経営管理を徹底するとともに、
計画的な人材育成や技術継承、ＤＸなどの取り組みを推進します。

施策６ 持続可能な経営の推進

基本方針３

施策７ お客さま満足の向上と関係者との連携強化

広報・広聴の強化やサービスの充実に関する取り組みを推進する
など、本市下水道事業に対するお客さまの理解を深め、お客さま満
足の向上を図るとともに、関係者と協働・連携した事業運営に取り
組みます。

(a) 経営管理による効率的・効果的な事業運営

(b) 人材育成・技術継承

①アセットマネジメントシステム＊の運用により、自律的・継続的
な改善を図りながら、最適な事業運営を行います。

②資金確保の取り組みや適正な下水道使用料の検討を行うなど、
財務基盤の強化に向けた取り組みを推進します。

③安定した事業運営を維持するため、民間活力の活用について検
討し、更なる業務の効率化やコスト縮減等を図ります。

(a) 戦略的な広報の推進

(b) お客さま対応の充実

①職員を対象とした計画的な人材育成や技術力の維持・継承を図
ります。

①効果的な広報を実施するため、ターゲットを明確にし、それぞ
れに応じた各種イベントや施設見学会を実施するなど、積極的
かつ戦略的な広報を展開します。

①苦情要望データの蓄積・分析や市民アンケートなどにより、お
客さまのニーズを把握し、適切に事業へ反映することでお客さ
ま満足の向上を図ります。

基本方針1 基本方針２

(c) ＤＸの推進

①窓口サービスのオンライン化やＩＣＴを活用した維持管理業務
の効率化など、下水道事業におけるＤＸを推進します。

図12 維持管理業務へのタブレットの活用

(c) 関係者との協働・連携

①下水道の適正利用への協力を呼び掛けるなど、市民や地域と協
働した取り組みを進めるとともに、関係団体と連携したイベン
トを実施するなど、協働・連携の取り組みを推進します。

②大学等研究機関との共同研究や国内外への技術協力・支援を推
進します。

写真５ 職員派遣による技術協力
（令和６年能登半島地震＊）

写真４ 大学等研究機関への
実験フィールドの提供
（南蒲生浄化センター） p.9

下水の採水装置



５．下水道マスタープランを着実に推進するための仕組み

 アセットマネジメントによる事業運営と進行管理

 アセットマネジメント＊に基づき、効率的かつ効果的に事業
を運営していきます。

 本マスタープランで定めた施策は、国が進める事業マネジメ
ント＊の考え方を踏まえながら、その実施計画である中期経
営計画において目標を定め、進行管理・指標管理を行います。

 下水道マスタープランと中期経営計画への市民の
方々の関わり

 本マスタープランで定めた施策は、その実施計画となる中期
経営計画に位置付けた上で具体的な事業として実施します。
計画の実施や見直しにあたっては、市民アンケートなどの広
聴の結果を活用し、そこから得られた意見等を適切に反映し
ます。

 事業実施の成果については、本市のホームページ等で市民の
皆さまにお知らせしていきます。

 社会の変化等への対応

下水道事業を取り巻く社会情勢や制度に大きな変化が生じた
場合は、本マスタープランの施策の内容に関わらず、柔軟に対
応します。

p.10
図13 本マスタープランと中期経営計画の概要
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か

公共用水域
河川、湖沼、沿岸海域、その他公共用に供される水
域とこれに接続する水路のこと。

合流管
汚水と雨水を同じ下水道管で流し処理する合流式下
水道の管路施設のこと。

合流式下水
道

汚水と雨水を同じ下水道管で流し処理する方式のこ
と。下水道管の能力を超えた大雨が降ると、雨で希
釈された汚水の一部が河川等に放流される仕組みと
なっている。

６．用語の解説

さ

災害拠点病
院

災害対策基本法に基づいて都道府県知事が指定する
病院のこと。地震・台風・噴火等の災害発生時に24
時間体制で傷病者の受け入れや災害派遣医療チーム
の派遣を行う機能を有している。

再構築
老朽化した施設を単なる更新ではなく、適切な規模
や機能を備えた施設として改築・更新すること。

再生可能エ
ネルギー

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどの非化
石エネルギーであって、エネルギー源として永続的
に利用することができるもの。

市街化区域
市街化を促進する区域として、都市計画で定める区
域のこと。既成市街地や、概ね10年以内に計画的に
市街化を図るべき区域に指定される。

事業マネジ
メント

下水道事業を将来にわたり継続させるため、地方公
共団体の実情や財源・人的資源の制約条件を踏まえ、
効率的に事業を実施すること。

重要な幹線
流域下水道の幹線管路や緊急輸送路等に埋設された
管路、防災拠点や避難所等からの排水を受け持つ管
路などをいう。

重要な施設
災害時においても上下水道の機能を確保するべき施
設として上下水道耐震化計画に位置付けられた施設
のこと。防災拠点や災害拠点病院等が該当する。

あ

ＩＣＴ

情報(Information)や通信(Communication)に係る技
術(Technology)の総称であり、従来の「IT」と比べ
てネットワークを利用した多様なコミュニケーショ
ンの重要性を強調した概念のこと。

アセットマ
ネジメント

組織が目標を達成するために、コスト、リスク、パ
フォーマンス（施設の機能や性能など）の最適なバ
ランスを図りながらアセット（資産）の価値の最大
化を実現し、効率的・効果的に事業運営を行う仕組
みのこと。

アセットマ
ネジメント
システム

アセットマネジメントに取り組むために必要となる
様々なツールや技術手法などを統合し、整理した仕
組み全体のこと。

温室効果ガ
ス

太陽からのエネルギーを熱として吸収し、地表や大
気を暖める働きをする気体のこと。二酸化炭素、メ
タン、一酸化二窒素、フロン類等がある。

汚水溢水
（おすい
いっすい）

汚水がマンホールなどからあふれ出ること。

か

官民連携
(PPP/PFI)

公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間
が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活
用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図
るものをいう。

急所施設
停止したら下水道システム全体が機能を失う施設と
して上下水道耐震化計画に位置付けた施設のこと。

経営戦略
総務省が、各公営企業に対して要請している将来に
わたって安定的に事業を継続していくための中長期
的な経営の基本計画のこと。

計画降雨 下水道の計画を立てるうえで対象となる降雨のこと。
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な

内水ハザー
ドマップ

想定最大規模降雨の豪雨を想定した時に、内水によ
り氾濫が想定される箇所を、浸水深別にマップに示
したもの。周辺住民へ内水による浸水リスクや防災
情報の提供を行い、被害の軽減を図ることを目的と
している。

は

配水池 浄水を配水する前に一時的に貯めておく設備のこと。

防災拠点

地震などの大規模な災害が発生した場合に、被災地
において救援、救護等の災害応急活動の拠点となる
施設のこと。県庁や市役所、警察署や消防署等が該
当する。

法定耐用年
数

会計処理上用いられているもので、国の通知により、
管の種類によらず一律に50年となっている。

ら

流域治水
近年頻発する水害に備えて河川流域のあらゆる関係
者（国・県・市町村・企業・住民等）が協働して流
域全体で取り組む治水対策のこと。

令和６年能
登半島地震

令和6年1月1日16時10分に発生した石川県能登地方
を震源とする地震のこと。

６．用語の解説

さ

取水施設 ダムや川から水を取り入れる施設のこと。

循環型社会
廃棄物の発生を抑制し、廃棄されたものは可能な限
りリサイクルすることで、環境への負荷ができる限
り低減された社会のこと。

消化ガス発
電

下水の処理過程において発生する汚泥を、微生物に
より発酵する際に発生する消化ガスを燃料として電
力を発生させることを「消化ガス発電」といい、下
水汚泥の有効利用の一つとして期待されている。

浄水施設
ダムや川などから取水した水（原水）を安心して飲
むことができる水道水にするため、浄水処理を行う
施設のこと。浄水場など。

ＺＥＢ（ゼ
ブ）化

省エネや再エネの導入等により、年間の一次エネル
ギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築
物のことをZEBという。国は、エネルギー消費量の
削減割合等に応じて、「ZEB」、「Nearly ZEB」、
「ZEB Ready」、「ZEB Oriented」の4段階の区分を
設けており、いずれかのZEBを達成することをZEB化
という。

送水管
浄水施設から水を貯める配水池まで運ぶ水道管のこ
と。

た

脱炭素社会

二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出量に
ついて、排出削減と吸収源確保の取り組みにより、
実質的にゼロ（温室効果ガスの排出量と吸収量を均
衡させること）を達成した社会のこと。

ＤＸ（デジ
タル・トラ
ンスフォー
メーショ
ン）

デジタルを活用して組織の変革を通じた持続可能性
の向上を目指すこと。

た

導水管 ダムや川の水を浄水施設まで運ぶ水道管のこと
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